
昭
和
二
十
六
年
法
務
府
令
第
百
十
一
号

地
上
権
登
記
索
引
簿
規
則

不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
百
六
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
地
上
権
登
記
索
引
簿
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
一
定
の
町
村
又
は
そ
の
大
字
の
土
地
登
記
簿
を
備
え
た
登
記
所
に
は
、
附
録
様
式
に
よ
る
地
上
権
登
記
索
引
簿
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
　
前
条
の
町
村
又
は
そ
の
大
字
は
、
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
の
具
申
に
よ
り
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
府
令
は
、
不
動
産
登
記
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
五
十
号
）
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
一
定
の
町
村
又
は
其
大
字
の
土
地
登
記
簿
に
関
す
る
件
（
明
治
三
十
九
年
司
法
省
令
第
十
七
号
。
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。
但
し
、
不
動
産
登
記
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土

地
登
記
簿
の
改
製
を
完
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
登
記
所
に
お
い
て
す
る
登
記
に
つ
い
て
は
、
旧
令
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
旧
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
町
村
又
は
そ
の
大
字
は
、
こ
の
府
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
町
村
又
は
そ
の
大
字
と
み
な
し
、
旧
令
第
二
条
の
地
上
権
登
記
索
引
簿
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
地
上
権
登
記
索
引

簿
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
一
日
法
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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地番

二
五

二
四

二
三

二
二

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
六

一
五

一
四

順
位

番
号

一
三

一
二

一
一

一
〇 九 八 七 六 五 四 三 一

地
上
権
設

定
段
別

登
記
の

目
 
的

権
利
者

の
氏
名

関
係
順

位
番
号

残
段
別

備
考

　
　
　
　
　

地
上
権
登
記
索
引
簿

順
位

番
号

地
上
権
設

定
段
別

 
登
記
の

 
目
 
的

二

段別

権
利
者

の
氏
名

関
係
順

位
番
号

残
段
別

備
考
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五
〇

四
九

四
八

四
七

四
六

四
五

四
四

四
三

四
二

四
一

四
〇

三
九

順
位

番
号

三
八

三
七

三
六

三
五

三
四

三
三

三
二

三
一

三
〇

二
九

二
八

二
七

二
六

地
上
権
設

定
段
別

登
記
の

目
 
的

権
利
者

の
氏
名

関
係
順

位
番
号

残
段
別

備
考

　
　
　
　
　

地
上
権
登
記
索
引
簿
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七
五

七
四

七
三

七
二

七
一

七
〇

六
九

六
八

六
七

六
六

六
五

六
四

順
位

番
号

六
三

六
二

六
一

六
〇

五
九

五
八

五
七

五
六

五
五

五
四

五
三

五
二

五
一

地
上
権
設

定
段
別

登
記
の

目
 
的

権
利
者

の
氏
名

関
係
順

位
番
号

残
段
別

備
考

　
　
　
　
　

地
上
権
登
記
索
引
簿
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一
〇
〇

九
九

九
八

九
七

九
六

九
五

九
四

九
三

九
二

九
一

九
〇

八
九

順
位

番
号

八
八

八
七

八
六

八
五

八
四

八
三

八
二

八
一

八
〇

七
九

七
八

七
七

七
六

地
上
権
設

定
段
別

登
記
の

目
 
的

権
利
者

の
氏
名

関
係
順

位
番
号

残
段
別

備
考

　
　
　
　
　

地
上
権
登
記
索
引
簿
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